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産業医及び衛生管理者等を選任していますか？

● 労働者の健康管理のため、事業場において選任した産業医、衛生管理者、衛生推進者等に健康管理に関する職

務を適切に行わせましょう。

● 産業医を選任する義務のない事業場（常時50人未満の労働者を使用する事業場）では、地域産業保健センターの

産業保健サービスを活用しましょう。

衛生委員会等を設置していますか？

● 衛生委員会等設置し、「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する

こと」をはじめ健康管理について適切に調査審議を行いましょう。

健康診断を確実に実施していますか？

● 常時使用する労働者に対し、1年以内に1回、定期に健康診断を実施しなければなりません。

● 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、6か月以内に１回の特定業務従事者健康診断を実施しな

ければなりません。

● 血圧等一定の健康診断項目に異常の所見がある労働者には、労災保険制度による二次健康診断等特定保健指導

に関する給付（二次健康診断等給付）制度を活用しましょう。

健康診断結果に基づく適切な事後措置を実施していますか？

● 事業者は，健康診断において異常の所見があった者については、健康保持のために必要な措置についての医師

の意見を聴き、必要な事後措置を講じなければなりません。

2 健康管理体制の整備・健康診断を行いましょう

長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること

❶ 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止対策の実施計画の策定等に関すること

❷ 面接指導等の実施方法及び実施体制に関すること

❸ 労働者の申出が適切に行われるための環境整備に関すること

❹ 申出を行ったことにより当該労働者に対して不利益な取扱いが行われることがないようにするための対策に関

すること

❺ 面接指導又は面接指導に準ずる措置の実施対象者（法令により義務づけられている面接指導の実施対象者

を除く。）を定める基準の策定に関すること

❻ 事業場における長時間労働による健康障害の防止対策の労働者への周知に関すること

衛生委員会等での調査審議事項
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医師による面接指導制度の趣旨は‥

　長時間の労働により疲労が蓄積し健康障害発症のリスクが高まった

労働者について、その健康の状況を把握し、これに応じて本人に対す

る指導を行うとともに、その結果を踏まえた措置を講じるものです。

面接指導とは‥

　問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて必要な

指導を行うことをいいます。

長時間労働者への面接指導制度の概要

　脳血管疾患及び虚血性心疾患等（以下「脳・心臓疾患」という。）の発

症が長時間労働との関連性が強いとする医学的知見を踏まえ、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわた

る労働により疲労の蓄積した労働者に対し、事業者は医師による面接指導を行わなければならないこととされてい

ます。また、この面接指導の対象とならない労働者についても、脳・心臓疾患発症の予防的観点から、面接指導また

は面接指導に準じた必要な措置を講ずるように努めましょう。

■ 就業場所の変更、作業の転換
■ 労働時間の短縮、深夜業の回数の減少
■ 衛生委員会等への報告　等

■ 勤務状況・疲労の蓄積状況等の把握
■ メンタルヘルス面でのチェック
■ 把握結果に基づく必要な指導

※印の者については面接指導又は面接指導に準ずる措置の実施（努力義務）

労働者
● 月１００時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認めら
れる者（申出）

 ※ 月８０時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積等が認めら
れる者（申出）

 ※ 事業場で定める基準に該当する者

事業者

医師（産業医等）

❷ 面接指導等の実施の通知

❶ 申出

❺ 事後措置の実施

❸ 面接指導等の実施

❹ 医師の意見聴取

❷ 面接指導等の実施の通知

❶ 申出

❺ 事後措置の実施

❸ 面接指導等の実施

❹ 医師の意見聴取

長時間労働者への
医師による面接指導制度について
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